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年
始
の
ご
み
収
集
日
程

　
　

　
年
始
の
ご
み
収
集
は
、
1
月
4
日
（
水
）
か

ら
平
常
ど
お
り
収
集
を
行
い
ま
す
。

●年始のごみと資源収集、し尿汲取り業務案内
　　　　とき

区分 1月

○ごみ収集

可燃
第1地区 7日（土）から

第2地区 6日（金）から

不燃
第1地区 5日（木）から

第2地区 4日（水）から

○資源分別収集（缶・ビン・紙パック・
ペットボトル・食品トレー・容器包装プラ

スチック・金物・発泡スチロール）

第1地区 12日（木）から

第2地区 11日（水）から

○紙資源分別収集 15日（日）

○リサイクルステーション 6日（金）から

○し尿汲取り 5日（木）から

▼
住
民
課
環
境
保
全
グ
ル
ー
プ

28
・
0
9
1
6

募集

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
取
り

予
約
の
受
付
開
始

　
　

休
日
開
庁
日
に
限
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
予
約
受
付
を
開
始
し
ま
す
。
予
約
の
受

付
は
「
受
け
取
り
」
に
限
り
豊
山
町
公
式

L
I
N
E
か
ら
申
し
込
み
が
可
能
で
す
。

1
月
14
日
（
土
）
、
1
月
29
日
（
日
）
に
役

場
住
民
課
に
て
休
日
窓
口
を
開
き
ま
す
。
休
日

窓
口
で
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
「
申
請

書
の
発
行
」
「
受
け
取
り
」
「
パ
ス
ワ
ー
ド

ロ
ッ
ク
の
解
除
」
「
更
新
」
を
行
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
、
写
真
撮

影
と
と
も
に
、
平
日
の
専
用
窓
口
に
て
、
お
手

伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
特
典

・
2
月
末
ま
で
ポ
イ
ン
ト
付
与　
（
12
月
末
ま

で
に
申
請
さ
れ
た
方
）

・
「
住
民
票
の
写
し
」
と
「
印
鑑
登
録
証
明

書
」
を
コ
ン
ビ
ニ
で
取
得

▼
休
日
窓
口

1
月
14
日
（
土
）
、
1
月
29
日
（
日
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

午
前
9
時
～
午
前
11
時
30
分
、
午
後
2
時
～

午
後
4
時
30
分
ま
で

▼
と
こ
ろ　
役
場
1
階
2
番
窓
口
住
民
課

▼
持
ち
物

「
申
請
書
の
発
行
」　
本
人
確
認
書
類

「
受
け
取
り
」　
通
知
ハ
ガ
キ
、
通
知
カ
ー

ド
、
本
人
確
認
書
類

「
ロ
ッ
ク
解
除
」　
本
人
確
認
書
類
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

※
受
け
取
り
は
、
必
ず
ご
本
人
が
来
庁
し
て

く
だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
書
類
は
、
顔
写
真
付
き
以
外
は

2
点
必
要
で
す
。
（
学
生
証
は
顔
写
真
付

き
で
も
2
点
必
要
）

※
午
前
中
に
限
り
、
予
約
を
さ
れ
て
い
な
い

方
の
受
付
も
致
し
ま
す
が
、
「
受
け
取

り
」
予
約
を
事
前
に
さ
れ
た
方
が
優
先
と

な
り
ま
す
の
で
、
お
時
間
に
余
裕
を
も
っ

て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
午
後
の
「
受
け
取

り
」
は
完
全
予
約
制
と
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
住
民
課
住
民
・
年
金
グ
ル
ー
プ

28
・
0
9
6
6

Info

ポ
イ
捨
て
を
し
な
い
で

　
　

　
散
乱
す
る
た
ば
こ
の
吸
い
殻
や
、
空
き
缶
な

ど
の
ポ
イ
捨
て
で
、
ま
ち
の
景
観
が
損
な
わ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
生
活
環
境
に
も
悪
影
響
を
与

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
町
内
の
環
境
美
化
の
た
め
に
も
、
皆
さ
ん
の

さ
ら
な
る
ご
理
解
と
ご
協
力
が
必
要
で
す
。
マ

ナ
ー
を
守
り
、
ポ
イ
捨
て
の
な
い
き
れ
い
な
ま

ち
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
令
和
四
年
十
月
一
日
施
行
の
豊
山
町

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
第
七
条
に
お
い

て
、
空
き
缶
等
及
び
吸
い
殻
等
を
自
ら
生
じ

さ
せ
た
者
は
、
当
該
ご
み
を
自
宅
等
に
持
ち
帰

り
、
又
は
適
切
な
回
収
容
器
に
収
納
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
本
条
に
違
反
し

た
者
へ
の
対
応
と
し
て
町
は
、
指
導
、
勧
告
及

び
命
令
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ　
住
民
課
環
境
保
全
グ
ル
ー
プ　

28
・
0
9
1
6

(ポイ捨て防止)

第７条　空き缶等及び吸い殻等を自ら生じさせた者は、当該ごみを自宅等
に持ち帰り、又は適切な回収容器に収納しなければならない。

２　ポイ捨てのおそれのある物の製造又は販売を行う事業者
は、ポイ捨てを防止するため、消費者に対する意識の啓発、
回収容器の設置その他必要な措置を講じるよう努めるもの
とする。

第９条　町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、町
民等、事業者及び土地所有者等に助言又は指導をすることがで
きる。

（勧告）

第１０条　町長は、第７条第１項又は第８条の規定に違反した者に対し、
当該違反を是正するため必要な措置を講ずるよう勧告するこ
とができる。

（命令）

第１１条　町長は、第７条第１項又は第８条の規定に違反した者に対し、
前条に規定する勧告をしたにもかかわらず、その者が当該勧告
に従わないときは、当該違反を是正するため必要な措置を講
ずるよう命ずることができる。

日
（
日
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊山町きれいなまちづくり条例抜粋


